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１ 職業能力開発促進法施行条例（平成 12年神奈川県条例第 13号）新旧対照表

  
 

改正 現行 

 

別表第１（第 10条関係） 

手数料徴収に

係る事務 

手数料の

名称 

金額 

１～５（略）   

６ 技能検定の

成績証明書の

交付 

技能検定

成績証明

書交付手

数料 

400円 

 

 

別表第１（第 10条関係） 

手数料徴収に

係る事務 

手数料の

名称 

金額 

１～５（略）   

（新規）  
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２ 浦島合同庁舎（仮称）整備事業委託契約の変更の概要 

 

(1) 変更契約の内容 

 ア 概要 

   建設費用の物価変動による改定に伴い、契約金額を変更する。 

 イ 変更の内容 

事業名称 契約者名 契約金額 

浦島合同庁舎 

（仮称）整備事業 

戸田・紅梅特定建

設工事共同企業体 

契約金額の増 102,155,000円 

（変更前） 3,207,890,000円 

（変更後） 3,310,045,000円 

 

 (2) 浦島合同庁舎（仮称）整備事業委託の概要 

ア 委託事業名称  浦島合同庁舎（仮称）整備事業 

イ 委託業務場所  横浜市神奈川区浦島丘４ 

ウ 委託業務範囲  施設整備業務（設計・工事監理・建設工事） 

エ 主 な 建 物  庁舎 鉄筋コンクリート造 地上４階建 

 延床面積 4,680.78㎡ 

ほか車庫等 86.23㎡ 

  オ 建 物 名  横浜浦島合同庁舎 

 

（概要図） 
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